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生活機能の
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［3面］胃がん・肺がん検診6月1日(土)〜受付開始、歯と口の健康週間6月4日(火)〜10日(月)

［4面］介護施設の利用料の自己負担軽減 ［5面］夏の健康づくり講座 ［7面］都営住宅の入居者募集
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▲介護予防事業のほか、生活機能を低下させない事業を
区は積極的に展開しています(写真はグランチャ東雲
のプールプログラム)

都内初の試み

都営住宅が高台の役割を担う覚書を締結

5月1日、区は東京都都市整備局と｢大規模な

水害時における緊急避難に関する覚書｣を締結

しました。本覚書の締結により、区内で河川の

氾濫等の大規模な水害が発生した際に、区が指

定する避難先まで避難する余裕が無い場合、区

民の皆さんが都営住宅(共用部分)に緊急避難で

きることを確認しました。

区は、ゼロメートル地帯を多く抱え、高台が

無いという地理的特性を踏まえ、水害発生時に

おける避難先の拡充を目指してきました。その

中で、都に対し、都営住宅への区民の緊急避難に

ついて要望してきました。このたびの覚書締結

は、区内の都営住宅が高台のように避難可能で

あることを明確にする都内初の事例となります。

区などの呼びかけに従い避難を

今後、万一大規模な水害が発生した際には、

区などの呼びかけに従い、原則として公共施設

や一時避難施設などに避難してください。ただ

し、生命に危険がおよぶような緊急時には、近

くの都営住宅等の上階への一時的な避難も含め、

臨機応変な対応を心がけましょう。

※区では、水害時には3階以上への避難をご案

内しています。

※｢区営住宅｣も同様の扱いになりました。

▢問 防災課防災計画係☎3647-9584

区内には高台が無く、水害発生時における緊急避難スペース

の拡充が求められていたことから、区は東京都と｢大規模な水

害時における緊急避難に関する覚書｣を締結しました。これに

より、区内にある都営住宅の共用部分を緊急避難スペースとし

て使用できることを確認しました。今後、区が指定する避難先

まで避難する余裕が無く、生命に危険がおよぶような緊急時に

は、近くの都営住宅の上階への一時的な避難も含め、臨機応変

な対応を常日頃から心がけましょう。


